
 
 

漁業をめぐる動き 

・環境と開発に関する国際会議(1992）による持続可能な開発の決定 

・生物多様性条約(1993)による生物多様性の保全 

・国連海洋法条約(1994)による排他的経済水域と海洋資源・海洋環境の管理義務 

・環境基本法(1993)・環境影響評価法(1997)による環境の保全と環境アセスメントの必要性 

・水産基本法(2001)・水産基本計画(2022)による基本的な方向性と自給率の向上 

・食品安全基本法(2003)による安全・安心な食品の確保 

・日本学術会議答申(2004)による水産業の多面的機能の維持 

・漁業影響調査指針(2005)の公表 

・パリ協定による気候変動問題に関する国際的な枠組みの採択（2015）  

・海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用促進に関する法律(2018) 

・漁業影響評価指針(2023)の公表 

  ・海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(2025) 

 

沿岸・沖合・遠洋漁業の重要性 

・安全・安心な水産物の安定供給/水産資源の持続的利用の維持および安全性の確保 

・水産資源の依存する生態系およびその機能の保全/伝統的な文化と恵み豊かな水産資源の継承 
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洋上風力発電事業と漁業との共生を目指して 

 

沿岸域・沖合域における洋上風力発電施設建設 

に伴う漁業影響調査実施要領の概要 

 



Ⅰ. 総論 

1. 領海・内水および排他的経済水域とは 

2. 沿岸漁業、沖合漁業、遠洋漁業とは 

3. 領海・内水および排他的経済水域と各種漁業操業海域との対比 

4. 沿岸域および沖合域における漁業の現況 

5. 水産業・漁村の多面的機能 

 

Ⅱ. 洋上風力発電施設建設に伴う漁業への影響 

1. 発生するインパクトと想定される漁業影響 

2. 洋上風力発電事業実施区域の設定に伴い影響が想定される水産生物と漁業操業 

 

Ⅲ. 洋上風力発電施設建設に伴う漁業影響調査 

1. 基本的な考え方：漁業影響調査の根拠 

1) 領海・内水では「漁業に支障を及ばさないことが見込まれること」（第10条第1項第5号） 

2) 排他的経済水域では発電設備設置募集区域に指定する際の条件として「漁業に明白な支障が及

ぶとは認められないこと」(第32条第1項第2号) 

仮許可事業者から申請があった場合の許可条件として「漁業に支障を及ぼすおそれがない

こと」(第 38条第 1項第 5号) 

2. 環境アセスメント調査と漁業影響調査の同時実施 

1) 領海・内水では「当該区域の状況を調査すること」(第 10条第 2項) 

2) 排他的経済水域では「当該区域の状況を調査すること」(第 32条第 2項) 

3) 漁業影響調査も環境アセスメント調査と同時実施が必要 

3. 実施方針 

1) 漁業影響検討委員会の設置：調査計画から最終評価までの指導・助言 

2) 漁業影響検討会議の設置：法定協議会との協調 

・領海・内水では法定協議会(第12条第1項) 

・排他的経済水域では法定協議会(第36条第1項) 

3) 実施体制：中立的な機関による科学的な漁業影響調査の実施 

4) 経費負担：事前調査は国費等、現況調査は事業者負担 

5) 再エネ海域利用法改正案の運用上の問題点とその対応 

・法定協議会への水産関係者の参画 

・広域協議会設置の必要性 

 

Ⅳ. 漁業影響調査の内容 

1. 基本的な考え方：漁業影響評価指針に基づく調査の実施 

2. 事前調査：関係者への聞き取り調査、既往知見の収集整理を実施 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

領海・内水における洋上風力発電施設建設に伴う 

漁業に与えるインパクトと漁業影響調査 



3. 現況調査 

1) 調査対象海域：洋上風力発電施設建設海域とその周辺海域 

2) 調査対象とする漁業等：すべての漁業が対象、多面的機能を含めて実施 

3) 調査対象とする水産生物：漁業の対象となる魚介類、生態系に関する調査を実施 

4) 調査測点の配置等：1km当たり原則１測点、周辺海域も同様に実施 

5) 調査期間：原則 5年間、ただし 2年目以降は工事と並行実施可 

6) 有効期間：調査期間と同じく 5年間 

7) 新たな技術の導入：DX化の推進 

4. 調査項目 

1) 漁業実態調査(標本船調査、聞き取り調査、試験操業調査) 

2) 水産生物生態等調査(魚卵稚仔・二枚貝類浮遊幼生調査、幼稚魚調査、稚貝・幼貝調査、 

成魚・成貝調査、産卵親魚・産卵場調査等) 

3) 漁場環境調査(定期調査、連続調査、境界域調査) 

4) 実験等による評価のための資料取得 

5. 洋上風力発電施設建設に伴う漁業影響緩和策：代償措置を含めて実施 

 

Ⅴ. 評価：漁業影響評価指針に基づく科学的評価の実施 

 

Ⅵ. 漁業影響モニタリング調査 

1. 漁業影響モニタリング調査の基本 

2. 漁業影響モニタリング調査の構成 

3. 調査項目 

 

Ⅶ. 水産業の振興による新しい漁業の創設 

1. 水産業の振興：水産振興策と代償措置との連携 

2. 儲かる漁業：付加価値の向上等 

3. 後継者対策：週休二日制の導入、ICTや IoTの導入等 

4. 農林水産業を核とする地元振興策：観光業との連携等 

5. 漁業の将来の姿：洋上風力発電事業との共生 

 

洋上風力発電事業と漁業とが共生するための重要事項 

1. 環境アセスメント調査と漁業影響調査の同時実施 

2. 当該区域の状況調査の項目に、漁業影響調査を追加実施 

3. セントラル方式による漁業影響調査の実施 

4. 法定協議会への水産行政関係者、水産業専門家等の参画 

5. 都道府県試験研究機関の参加なくして、漁業影響調査の実施は不可 

6. 海底ケーブルの敷設は操業の支障にならない方法で実施 

（2025.9） 


